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各同行援護従業者養成研修
指定事業者　代表者様
　
神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課長　
（公　印　省　略）　


　　　同行援護従業者等の資格要件見直しに係る同行援護従業者養成研修
応用課程の受講要件の変更について

　日ごろより障害保健福祉施策の推進にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
　さて、本県では、「同行援護従業者養成研修に相当するものとして神奈川県知事が認める研修」の「一般課程相当」に掲げる研修の修了者については、一般課程修了者として応用課程を受講できるとしてきたところですが、このたび、「一般課程相当」とみなす研修について、別添「指定同行援護事業所における同行援護従業者及びサービス提供責任者の資格要件について」（平成26年10月1付日障サ第240号神奈川県保健福祉局福祉部障害サービス課長通知。以下「障害サービス課長通知」という。）のとおり見直すことになりました。
　これにより、平成27年4月1日以降は、障害サービス課長通知別紙２の「１　一般課程相当」のうちア～オの研修（平成18年9月までに開講された視覚障害者外出（移動）介護従業者養成研修、平成23年9月までに開講された神奈川県ガイドヘルパー養成研修等）の修了者であっても、同行援護従業者養成研修応用課程を受講する場合は一般課程を修了していることが条件となりますので、受講生募集の際はご留意いただきますようお願いいたします。
　なお、これらの方々の同行援護従業者養成研修一般課程の受講を容易にするため、平成30年3月31日までの間、一部科目の免除の規定を設定する予定です。平成26年12月上旬を目途に「神奈川県居宅介護従業者基礎研修等指定要綱・指定基準」の改正を行いお知らせします。

（添付書類）
　・指定同行援護事業所における同行援護従業者及びサービス提供責任者の資格要件について（平成26年10月1日障サ第240号神奈川県保健福祉局福祉部障害サービス課長通知）
　・厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件（平成26年厚生労働省告示第389号）
　・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について（平成26年10月1日障発1001第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
　・同行援護事業所における経過措置期間中の留意点等について（平成26年10月１日付け障障発1001第１号、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域福祉グループ　川田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話045-210-4768（直通）

